
地域主導型再エネ導入支援事業について 

○事業スキーム 

 支援対象：市町村、地元自治会、地域住民と市町村等が設置する協議会（※） 

※構成(想定)：県、地元自治会、市町村、金融機関、事業者、新電力 等 

⇒ 検討開始時は市町村や地元自治会に対し支援を行い、検討を進める上で協議会が

設立された場合は協議会に対し支援を行う 

 支援対象事業：再エネ電源・熱源の導入に向けた地域住民が主体となった取組み(電源種別・

規模は問わない) 

 

【検討ステップ】           【検討メンバー】       【県からの支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪補助内容≫ 

○ 再生可能エネルギーを利用する発電設備又は熱源設備の導入に向け、地域が主体となって

行う勉強会やセミナー、先進地視察等の取組みに対し補助金を交付する 

補助対象経費 内容 補助上限 

アドバイザー 

招聘費用 
セミナー・勉強会等の開催に係る外部講師への謝金及び交通費 

24万円 

その他の経費 その他の経費(先進地視察に要する経費、会場使用料、資料印刷費等) 

○ 補助対象経費以外についても、次の事項について伴走型で支援を実施 

【事業者とのマッチング】 

・山形小水力利用推進協議会等の協力を得て、事業者とのマッチングを実施 

【手続きに対する支援】 

・再エネ条例手続きのサポートを実施 

【関係機関との橋渡し】 

・再エネに関する制度関係については東北経済産業局、地産地消についてはやまがた新電力、県所管

法令の担当課の紹介など、関係機関との橋渡しを実施 

構想検討 伴 

走 

支 

援 

【メリット】地域の資源である再生可能エネルギーを環境価値化し、それを活用した地域づくりの

取組みを、地域自ら決めることができる 

・電気の地産地消による電気代の削減、または売電による地域の収入の増加 

・地域交流の活性化や雇用創出 

・市町村のカーボンニュートラルに向けた取組みの加速化 

地域主導で行う検討に対する県からの支援（イメージ） 

地域のキーパーソン  

整理 

キーパーソンとの 

調整 

地域へ構想の周知 

⇒調査・検討への合意 

計画の具体化に 

向けた検討 

事業者 

金融機関 

反映 

新電力 

市町村 

協議会の設置等 

アドバイザー派遣 

(啓発セミナー) 

先進地視察 

検討状況に応じメンバー拡大 

 

 

自治会へ範囲拡大 

意欲のある

住民 

 

令和８年４月１日 

先進地視察 

事業者マッチング 

関係機関との橋渡し 

◎暮らしの利便性向上 

◎地域課題の解決 

 


